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「エコイノベーションとエコビジネスに関する研究会「エコイノベーションとエコビジネスに関する研究会「エコイノベーションとエコビジネスに関する研究会「エコイノベーションとエコビジネスに関する研究会    

= Special Project on Eco・innovation and Eco・business for Sustainable Development = SPEED」 

SPEEDSPEEDSPEEDSPEED 研究会会則研究会会則研究会会則研究会会則    ((((改訂案改訂案改訂案改訂案))))

（名（名（名（名    称）称）称）称）    

第１条 社団法人 未踏科学技術協会（以下「協会」という。）は定款第７条に基づき、協会に「エコイノベーショエコイノベーショエコイノベーショエコイノベーショ

ンとエコビジネスに関する研究会ンとエコビジネスに関する研究会ンとエコビジネスに関する研究会ンとエコビジネスに関する研究会（英文名：Special Project on Eco・innovation and Eco・business 

for Sustainable Development 略称「SPEEDSPEEDSPEEDSPEED」）（以下「SPEEDSPEEDSPEEDSPEED 研究会」という。）を設置する。 

（目（目（目（目    的）的）的）的） 

第２条 研究会は、産学官及び外国との交流を通じてエコイノベーションとエコビジネスエコイノベーションとエコビジネスエコイノベーションとエコビジネスエコイノベーションとエコビジネスの進歩と発展を図る

ことを目的とする。 

（事業活動）（事業活動）（事業活動）（事業活動） 

第３条 研究会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）エコイノベーションとエコビジネスに関するシンポジウム及びワークショップの開催 

（２）低炭素社会形成のための先導的な環境経営に関する調査・研究 

（３）地球温暖化への適応策と適応ビジネスの調査・研究、 

  適応策はジオエンジニアリングを含む 

（４）毎年、その年度にふさわしいテーマでセミナーを開催する 

（５）その他、目的を達成するために必要な事業活動 

（設置期間）（設置期間）（設置期間）（設置期間） 

第４条 研究会の設置期間は、平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日日日日までとする。 

（幹事会）（幹事会）（幹事会）（幹事会） 

第５条 研究会に幹事会を置き、次の者をもって構成する。 

（１）研究会会長 1 名 

（２）研究会副会長 ２名以内 

（３）幹 事 30 名程度（うち２名は監査担当幹事とする。） 
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２ 研究会会長、副会長及び幹事の任期は、設置期間終了までとする。ただし、幹事会による年度ごとの見直

しで交代できるものとする。 

（幹事等の選任）（幹事等の選任）（幹事等の選任）（幹事等の選任） 

第６条 研究会会長及び幹事の選任は、次のとおりとする。 

（１）研究会会長は、幹事の互選によるものとし、任期は 2 年とする。 

（２）研究会副会長は、幹事会の承認を得て、研究会会長が選任する。 

（３）幹事は、参加企業より 1 名ずつ推薦された者とその同意を得て会長が選任する外部有識者とする。 

（幹事等の職務）（幹事等の職務）（幹事等の職務）（幹事等の職務） 

第７条 研究会会長及び幹事の職務は、次のとおりとする。 

（１）研究会会長は、研究会を代表し、会務を統括する。 

（２）研究会副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（３）幹事は、幹事会を構成し、研究会の事業活動を企画し、審議し又は推進する。また、監査担当幹事は、

研究会の会務を監査する。 

（研究会会員）（研究会会員）（研究会会員）（研究会会員） 

第８条 研究会会員は、研究会の目的及び事業に賛同して入会した個人又は団体とする。 

２   研究会会員は、研究会の主催するシンポジウム等への優先的参加並びにエコイノベーション等の研究

開発動向に関する調査研究への参加及び調査報告書等の配布の便宜を受けるものとする。 

（会（会（会（会    費）費）費）費） 

第９条 研究会の企業会員は、１会計年度につき 20 万円の会費を前納するものとする。 

２  個人会員の会費は 1 会計年度につき１万円とする。 

（会（会（会（会    計）計）計）計） 

第１０条 研究会の経理は、協会の行う他の事業に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行うものとする。 

（会計年度等）（会計年度等）（会計年度等）（会計年度等） 

第１１条 研究会の会計年度は、４月１日から翌年３月末日の間とし、途中入会の場合も年会費の額は変わらな

いものとする。また、退会等の場合も既納の会費は返却しないものとする。 

（総会）（総会）（総会）（総会）    

    

第１２条 総会は、団体会員及び個人会員をもって構成する。 
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２    総会は団体会員及び個人会員現在数の過半数の出席（委任状を含む）をもって成立する。 

３    総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。 

４   総会には次の事項を付議する。 

（１）前年度事業報告及び収支決算 

（２）当該年度事業計画及び収支予算 

（３）会則の変更 

(４)その他幹事会において必要と認めた事項 

５  総会は事業年度終了後３ヶ月以内に行う。 

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局） 

第１３条 研究会の事務の処理は、協会の事務局が行う。 

（会則の変更）（会則の変更）（会則の変更）（会則の変更） 

第１４条 本会則の変更に当たっては、協会の理事会の承認を得るものとする。 

（細（細（細（細    則）則）則）則） 

第１５条 本会則を施行するために必要な細則は、幹事会の承認を得て、研究会会長が定める。 

附附附附    則則則則 

第１条 本会則は、平成２２年 4 月１日より施行する。 

第２条 本会則は、平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年 4444 月１日月１日月１日月１日より施行する。 

 


